
 

物品又は役務の名称及び数量 

（１）名称 

 

（２）物品調達又は業務内容 

 

（３）物品調達時期又は履行期間 

 

（４）履行場所 

 

（１）自作農財産（国有農地）雑草刈取り等業務 

 

（２）自作農財産（国有農地）の雑草等の刈取り及び

それらの搬出・処分 

（３）平成３０年９月上旬～平成３０年１０月３１日 

 

（４）周防大島町大字久賀字辨天後８５１番４ 地内 

契約を締結する時期 平成３０年９月上旬頃 

今後の手続き 

契約を締結するための見積書の提出に当たっては、

契約申込みに要する資格及び方法について、別途、山

口県会計規則第１６５条の３第２項の規定に基づき公

表を行う。 

問い合わせ先 

住 所：山口市滝町１－１ 

所 属：山口県農林水産部農業振興課 

連絡先：０８３－９３３－３３８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


